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Summary

FifteenprefecturesinJapanhaveestablishedregulationsondentalhealth.Theystipul

latetheobjectivesoftheregulations,rolesandresponsibilitiesofprefecturalandmunicipal

governmentsandresidents,collaborationacrossthefieldsofhealth,medicine,welfare,and

education,rolesofinsurersandemployers,developmentofdentalhealthplansbyprefec-

tures,implementationormeasures(collectionandprovisionorhealth-relatedinfbm ation,

preventionofdentalcaries,life-longhealthmaintenance,involvementofrelevantpeople

andenhancementoftheirqualifications,surveysonthestatusofdentalhealth,andre-

searchpromotion),andsecuringoffinancialresources.Tolmprovethedentalhealthofresi-

dents,thedentalcarecommunityshouldbecomeinvolvedinthedevelopmentandimple-

mentationordentalhealthplans.

Theregulationswereestablishedwiththeconcertedeffortsofpeopleinvolvedindental

healthasabackdrop.meiractivities,includingthepromotionorthe"8020''campaignand

"HealthyJapan21"project,receivedwidespreadpraiseandmarkedlyinfluencedthelegis-

latureandresidents.Inrecentyears,dentalsciencestudieshaveclarifiedtherelationship

betweenperiodontaldiseasesandgeneralhealthordisorders,increaslngpublicawareness
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oftheimportanceofdentalhealth.TheCommunityHealthAct,HealthPromotionI.aw,

MaternalandChildHealthAct,SchoolHealthandSafetyAct,andIndustrialSafetyand

HealthActincludeprovisionsregardingdentalhealthbecauseitisrequiredtoestablisha

systemtoprovidealife-longdentalhealthservicesinacomprehensiveandeffectiveman-

ner.Forthisreason,"theregulationsonthepromotionordentalhealth"Wereestablishedas

basicpnnciplesorlawstoaddressspecificissues.

は じめ に

2008(平成20)年新潟県議会6月定例会におい

て,全国で初めての歯科保健推進条例となる ｢新

潟県歯科保健推進条例｣が議員提案条例として可

決され, 7月22日に交付され,直ちに施行され

た.名称はまちまちであるが,歯科保健推進とい

う趣旨は同様である条例が,翌2009(平成21)年

には,北海道,長崎県,静岡県で公布,施行され

た.2010(平成22)年に,島根県,千葉県,岐阜

県,愛媛県,佐賀県,長野県,茨城県,熊本県,

宮城県において交付,施行されている.また,高

知県,栃木県 においては2010(平成22)年交

付,2011(平成22)年4月から施行の予定であ

る.さらに,著者らの知りうるところでは,宮崎

県と神奈川県が2011(平成22)年2月定例会に条

例案が提出され,現在審議中である.

このように15道県において歯科保健推進に関し

ての条例が制定されている現状は,一つの時代の

トレンドとなっている様相である.各県の条例を

分析し,その結果において論点はなにか,さらに

なぜこのような条例が制定されるにいたったのか

を検討してみた.

対象及び分析方法

対象 :15道県 (制定年順に新潟県,北海道,長

崎県,静岡県,島根県,千葉県,岐阜県,愛媛県,

佐賀県,長野県,茨城県,熊本県,宮城県,高知

県,栃木県,宮崎県,神奈川県)の条例である.

分析方法 :最初に交付 ･施行された ｢新潟県歯

科保健条例｣を基本に各県の条例を分析した.新

潟県の条例は,第1条 (目的),第2条 (基本理

念),第3条 (県の責務),第4条 (市町村の役

割),第5条 (教育関係者及び保健医療福祉関係

者等の責務),第6粂 (県民の役割),第7条 (財

政上の措置),第8粂 (県歯科保健計画),第9条

(市町村歯科保健計画),第10条 (基本的施策の

実施),第11条 (県民歯科疾患実態調査等),附則

(施行日)よりなっている.この構成を参考に,

名称,前文,日的,基本理念,県の責務,歯科医

師等の責務,市町村との関係,教育等との関係,

事業者及び保険者の役割,県民の役割,財政上の

措置,歯科保健計画,基本的施策の項目について

分析した.図1に代表例として長野県の歯科保健

条例の概要を示す.

条例の分析結果 (表1)

(1)名称

｢歯科 (口腔)保健推進条例｣が新潟,長野,

宮崎の3県である.｢歯 ･(あるいは及び,や,と

など)口腔の健康づ くり (健康を守る)推進条

例｣が北海道,静岡,長崎,島根,千葉,岐阜,

愛媛,茨城,熊本,高知,栃木,宮城,神奈川の

13道県であり,この中で北海道,島根は ｢8020推

進｣を,茨城は ｢8020･6424推進｣を名称の中に

付け加えている.佐賀は ｢笑顔とお口の健康づく

り推進条例｣としている.

(2) 前文

長野と高知のみが掲げており,長野では ｢健康

長寿県の将来への継承｣,高知は ｢日本一の健康

長寿県づくり｣として条例制定の趣旨を謡ってい

る.

(3) 日的

前文を掲げる代わりに歯 ･口の健康づくりが生

活習慣病対策等の全身の健康づくりに重要で,坐

涯にわたる歯科保健 (本稿では ｢歯 ･口の健康づ

くり｣と ｢歯科保健｣は同意語)を総合的かつ効

果的に推進し,健康格差の解消,健康水準の向上

を図る (新潟)としている.二番目に制定された

北海道では,同様に全身の健康の維持向上に歯 ･

口腔の健康づくりが重要とし,基本理念を定め,

道の責務,教育保健医療福祉関係者の役割,道民

の役割を明確にし,施策の基本的事項を定め,坐

涯を通じた歯科保健を総合的かつ効果的に推進



【前文】
歯は単に食物を道議するというだけでなく､食事や会話を楽しむなど豊かな人生を送るためにも重要であり､健康の原点ともいわれる歯科保健対策を更に充実させ､健康長寿県とし

て将来に継承していくことが必要である｡
このような認識に基づき､乳幼児期､学齢期､成人期及び高齢期のライフステージごとに､歯及び臼腔の健康づくりを充実させるとともに､すべての県民が住み慣れた地域において､

生涯を通じて必要な歯科に関する保健医療サービスを受けることができることにより､県民が健康で明るく暮らせる社会づくりに貿することを目標とし､この条例を制定する｡

t日的】(第1条)
歯及び口腔の健康づくりに関する施策を総合的に推進することにより､

県民の健康の保持増進を図り､もって健康長寿県の確立に寄与すること
を目的とする｡

+県民の歯及び口腔の健康づくりの推進に関する総合的かつ
計画的な施熊を策定､実施する乗務を有する.

◆歯及び口腔の佳辰づくりに関する施策の推進に当たつては､
市町村との連携協力及び田立に努めなければならない.

【基本理念】(第2桑)
●県民が自ら歯及び口腔の健康づくりに努める｡
●その居住する地域にかかわらず､生涯を通じて必要な歯科に関する保健医療サービスを
受けることができる環境が整備される｡

【歯科保健推進計画の策定】(第8条)
-●県民､市町村､学乱隆演者等の意見を反映

(市町村への情報提供及び支援】 (第9条)
市町村歯科保健計画の策定や施兼の実施に腰して､

【保健､医療､福祉､教育等に関係する者】(第5条)
●県民の歯及び口腔の健康づくりの推進に努める.
●それぞれの者が行う歯及び口腔の健康づくりに
褐する活動との連携協力に努める.

【事業者及び保険者】(第6粂) 拝式*tt

l基本的施策の実施】(第10条､第11条)
⑳情報収集や提供､連携体制の構築
⑳フッ化物応用等を行う場合の必要な招丑
⑳母子保健､学校保健､高齢者の保健等の事業との連携
⑳特に配慮を要する書く乳幼児､p障害のある者､介謀を要する者
等)への歯科に関する保健医療サ-ビスの確保

0中山間地域等における歯科に関する保佐医薮サ-ビスの確保
0人材の確保.斉其の向上､0調書研究の推進
08020運動の推進
⑳たばこによる健康被害の防止､塘尿病等の生活習慣病の予防
対策の推進

t財政上の措置】(第13粂)
必要な財政上の措置を鵠するよう努める

l実施状況の報告 .公表】(第 14桑)

(県 民l(第7桑) 一血 一.ー

●歯及び口腔の健康づくりに鞘する施策を活用するよう努める. さ5戟ま
+歯科医師等の支援を受けることにより､自ら歯及び口腔の健康づくりに

図1:長野県歯科保健推進条例の概要
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し,健康増進に寄与するとしている.北海道と目

的を同様の趣旨にしているのが後に続いた県全て

である.さらに,長崎 (生活習慣病対策),島根

(生活習慣病,食青の推進),佐賀 (食青の推

追),茨城 (8020･6424運動)が,( )内の文言

を付け加えている.

(4) 基本理念

県 (追)民自らが歯 ･口腔の予防や口腔機能の

向上に取組みあるいは努力を促進 (新潟,北海

追,千葉,岐阜,佐賀,長野,茨城,高知,栃木,

宮城,宮崎の11道県)することを上げ,さらに,

全ての県 (追)氏 (障害者,要介護者等を含めて)

が生涯を通じて必要で適切な歯科保健医療サービ

スを受けることができる環境が整備されることと

している (新潟,北海道,長崎,島根,千葉,岐

早,佐賀,長野,茨城,高知,栃木,宮城,宮崎

の13道県).静岡においては,県民の自主的な努

力と,保健医療,公衆衛生,社会福祉等の関連施

策との有機的な連携を図るとしている.ただ単

に,歯科保健医療サービスを受けることができる

環境が整備されることと書かれている県 (熊本,

神奈川)もある.愛媛は歯及び口腔の健康づくり

は全身の健康の保持増進に重要,生涯にわたり予

防の取り組みと早期発見 ･治療が重要という認識

のもとに行うこと,生涯にわたり適切かつ効果的

に行うこと,保健医療,教育,社会福祉,労働衛

生と施策相互の連携を確保することとしている.

(5)県の責務

すべての道県が ｢基本理念に則り,歯 ･口腔の

健康づくりの総合的かつ計画的な施策の策定し,

実施する責務を有する｣である.

(6) 歯科医師等の責務

歯科医師等 (歯科衛生士,歯科技工士を含む)

の責務を上げている県が千葉,岐阜,佐賀,茨

城,熊本,栃木,宮城,神奈川の8県であり,施

策への協力や適切な歯科保健医療サービスの提供

などである.

(7)市町村の役割及び関係

施策の策定や実施に当たって,連携協力及び調

整に努めるが北海道,静岡,島根,千葉,岐阜,

長野,茨城,熊本,栃木,宮崎,神奈川で,11道

県である.市町村での健康増進法,母子保健法等

の歯科保健事業の実施についてふれているだけで

あるのが新潟,長崎の2県であり,前記の連携協
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力及び調整と法に基づく市町村事業の実施を併記

しているのは佐賀,高知である.愛媛は市町と協

働して施策を実施としている.

(8)教育等との関係

教育及び保健医療福祉関係者等の責務や役割で

は,基本理念に則り歯 ･口腔の健康づくりの推進

と他の実施する活動との連携と協力を上げている

(新潟,北海道,静岡,長崎,千葉,岐阜,愛媛,

佐賀,長野,茨城,高知,宮崎,神奈川の13道

県).熊本は,教育及び保健医療福祉関係者に加

えて食生活 ･食育関係者とし,県民が行う歯 ･口

腔の健康づくりの取組みを支援するとしている.

栃木は歯科検診等を受けることのできる環境の整

備を図る上で,基本理念に則り,関係者が相互に

連携し協力するよう努めるである.宮城は教育と

福祉の関係者とし,県民が口腔保健に関する教

育,サービス及び歯科医療を受ける機会を確保す

るなど歯と口腔の健康づくりを促進できるよう努

めるにしている.なお,島根にはこの項目はな

い .

(9)事業者及び保険者の役割

この項目は,二番目に制定された北海道から記

載されるようになり,｢事業所で雇用する従業員

(被保険者)の歯科健診,保健指導の機会の確保

その他の歯 ･口腔の健康づくりを推進するよう努

めるものとする｣というものである (北海道,長

崎,千乗,岐阜,佐賀,長野,茨城,熊本,高知,

宮城,宮崎の11道県).愛媛は事業者の役割につ

いては歯科検診及び保健指導の機会の確保を言っ

ているが,保険者については ｢被保険者の歯科検

診等の機会の確保に関する普及啓発その他の歯と

口腔の健康づ くりに関する取組を行うよう努め

る｣としている.栃木は事業者の役割にのみ歯科

健診,保健指導の機会の確保について触れ,保険

者についての記載はない.神奈川は事業者及び保

険者の役割について ｢事業者 (保険者)は従業員

(被保険者)の歯及び口腔の健康づくりに関する

取組みを推進する｣である.

※注 :健診は健康診査及び健康診断の略で,健康

診査はリスクの発見に努め保健指導に役立

てるものをいい,健康診断は疾病の発見を

主な目的としたものをいう.両者ともに全

体として診察する.すなわち,3歳児歯科

健康診査,あるいは学校歯科健康診断とい

93

う場合は顎顔面口腔全体を診察する.一

方,検診は限られた臓器の限られた疾病を

発見するために行われるもので,肺がん検

診などである.歯科検診は口腔内に限られ

歯の疾病の発見を主とする.

80)県民の役割

まず ｢歯 ･口腔の健康づ くり関する知識 (関

心)及び理解を深める｣という項目を挙げている

のが全部の道県である.これに続けて ｢県及び市

町村 (さらに加えて事業者及び保険者)が実施す

る歯 ･口腔の健康づくり関する施策を (積極的)

活用 (参加)すること,かかりつけ歯科医の支援

を受けること等により自ら歯 ･口腔の健康づくり

に取組む｣が,新潟,北海道,長崎,島根,愛媛,

佐賀,長野,茨城,熊本,高知,宮崎,神奈川の

12県である.なお,神奈川は県がこれらのことが

できるように県民を支援するとしている.熊本と

宮崎は,さらに保護者は家庭において予防や早期

治療に取組むことを明記している.岐阜は,県民

の役割としないで県民の取組の促進とし,県民が

自ら歯 ･口腔の健康づくりの知識や理解を深め口

腔ケアによる歯科疾患の予防し,定期健診,歯科

医療を受けるよう必要な対策を,県が講ずるとし

ている.栃木は,県民の責務とし,発達段階,午

齢階層,心身の状況等に応じて,定期的な検診,

健康診査,歯科医療並びに保健指導を受けること

により,生涯にわたり歯及び口腔の健康づくりに

取組むとしている.

㈹財政上の措置

すべての道県が必要な財政上の措置に努めると

している.

82)歯科保健計画の策定

いずれの道県も策定するとし,内容は基本方

針,具体的目標,施策,期間等である.年次の施

策の実施状況,進捗状況等の公表や議会 (協議

会)への報告をするよう求めているのは,北海

追,岐阜,佐賀,長野,熊本,高知,栃木,宮城,

宮崎である.

市町村の歯科保健計画の策定や実施に言及し,

県は情報の提供や求めに応じて専門的 ･技術的助

言,必要な支援を行うのは,新潟,北海道,静岡,

静岡,長崎,島根,岐阜,愛媛,佐賀,長野,茨

城,熊本,高知,栃木,宮城,宮崎,神奈川であ

り,唯一千葉が触れていない.
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さらに,北海道と佐賀は市町村の施策の円滑な

実施のための歯 ･口腔の健康づくりガイドライン

を策定するとしている.

83)実施する基本的施策

いずれの道県 (教育委員会を含めて)も実施す

る基本的施策を定めている.新潟を基本にして他

の県のバリエーションを観察した.新潟は以下の

とおりである.

(∋歯 ･口腔の健康づくりの推進に資する情報の収

集と提供,関係者の連携体制の構築

(むフッ化物応用等のむし歯の予防対策の効果的な

実施の推進

(彰母子保健,学校保健,成人保健,産業保健,高

齢者保健等を通じた生涯にわたる歯 ･口腔の健

康づくりの推進

④障害者,要介護者-の適切な歯 ･口腔の健康づ

くりの確保と推進

G)歯 ･口腔の健康づくりに携わる者の確保と資質

の向上

(む歯 ･口腔の健康づくりの効果的な実施に資する

調査研究

北海道と佐賀は離島及びへき地,岐阜県はへき

也,長野は中山間地の適切な歯科保健医療サービ

スの確保がそれぞれ加わっている.さらにフッ化

物応用の推進に関しては,新潟,北海道,長崎,

千葉,岐阜,愛媛,佐賀,茨木,熊本,長野,宮

城,神奈川,宮崎の13道県で記載がある一方,良

根,高知,栃木の3県にはその記載がない.静岡

は科学的根拠に基づくむし歯予防対策の推進とし

ている.

また,啓発のための推進月間や週間を定めてい

るのが北海道,長崎,岐阜,愛媛,佐賀,長野,

茨木,宮城,宮崎である.従来の ｢むし歯予防

デー｣である6月4日を中心とするものと,11月

8日 ｢いい歯の日｣を中心とするものがある.

考 察

(1) 歯科保健条例の内容における論点

各道県の歯科保健条例は,道県 ･市町村 ･歯科

保健医療関係者の役割,道県民の役割,道県の歯

科保健計画の策定,基本的施策の実施などを定め

ている.構成は概ね同じであり,地域特有の離

良,へき地,中山間地などへの施策が付け加えら

れている.著者らは歯科保健の今後の推進に重要

な項目として,内容において2つの大きな論点が

あると考える.

今日,成人期における歯科保健対策が不十分な

ことが課題であり,特に産業保健分野での健康診

断に歯科検診の実施が急務である.それ故,第一

の論点は,事業者や保険者の役割について記載し

ているかである.歯科健診 (検診)や歯科保健指

導の機会の確保に努めることやミ趣旨であるが,厚

生労働省労働基準局長から各都道府県労働局長あ

てに,歯周疾患に関する健康診断の機会が事業場

において提供されることが望ましい旨の啓発指導

に努めること,健康増進法 (第19条2)による市

町村実施の歯周疾患検診の受診に配慮するよう啓

発指導すること,健康保険組合の事業として歯科

検診の実施に事業者に健康保険組合と必要に応じ

相談するよう啓発指導に努めるよう通知してい

る1)ことから,その記載の根拠は十分に確保され

ていると考えられる.今後,この分野での歯科保

健が積極的に進められることが期待される.

乳幼児から高齢者にいたるまでの歯科保健サー

ビスが整いつつあり,今後はこれらの活動の活発

化と産業保健分野における一般健康診査に歯科検

診が導入されることである2).

第二の論点は,フッ化物の応用である.14道県

にフッ化物応用に関する記載があり,1県におい

ては幼児期及び学童期において,科学的根拠に基

づくむし歯予防対策を推進することと記載してい

る.今日,離蝕予防におけるフッ化物応用は科学

的根拠が最も高いレベル3)にあり,記載する根拠

は十分と考えられる.

多くの県はここ2年以内に歯科保健条例を制定

したばかりであり,具体的な歯科保健計画は今年

から来年にかけて立案され実行に移される.各道

県の今後の動向が注目されるが,計画が画に措い

た餅にならないよう注意探く観察し,住民の歯科

保健水準の向上につながるよう歯科界が積極的に

関わっていくことが必要であると考える.

(2) 制定の背景と理念法あるいは対策基本法とし

ての構築

なぜ歯科保健条例なのか,他の全身に関する健

康づくり条例に先行して作る理由はなにか.制定

の理由についてはそれぞれの道県の条例の前文,

日的及び基本理念に掲げられている.要約する

と,全身の健康への寄与,健康水準の向上,生活
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習慣病対策,保健医療福祉の連携,生涯にわたる

保健対策,障害者を含める全道県民を対象などで

ある.著者らは制定の背景に,8020運動と健康日

本21の推進による歯科保健関係者の大きな努力と

それから得られた成果によるものと考える.

1989(平成元)年12月,厚生省 (当時)の成人

歯科保健対策検討会から ｢成人歯科保健対策検討

会中間報告｣4)が出され,8020運動が提唱されると

ともに成人歯科保健の進め方についても協議会の

設置,歯科検診及び予防処置の推進,従事者の配

置と研修の充実,研究体制の強化なども盛り込ま

れ,可能なものから順次対策を実施することとし

た.厚生省,日本歯科医師会は生涯にわたって自

分の歯で瞭むことの重要性を強調し,1995(平成

7)年老人保健法における総合健康診査に歯周疾

患検診が導入されるにいたった.

1996(平成8)年,厚生大臣 (当時)の諮問機

関である ｢公衆衛生審議会｣が意見具申し,成人

病という呼称を生活習慣病と改め,生活習慣に着

目した疾病概念については ｢生活習慣病 (life-

stylerelateddiseases)｣という呼称を用い,｢食

習慣,運動習慣,休養,喫煙,飲酒等の生活習慣

がその発症 ･進行に関与する症候群｣と定義する

ことが適切であると考えられるとした.そして,

生活習慣病の範囲として食習慣に歯周病等が,吹

煙に歯周病等が入り,生活習慣病として位置づけ

られた.

2000(平成12)午,第三次国民健康づくり運動

(健康日本21)で生活習慣病対策の一環として

｢歯の健康｣が位置付けられ,幼児期から老年期

までの具体的な目標値を定め,生涯にわたる歯科

保健対策が始まった.その代表的な例として80歳

において20歯以上の自分の歯を有する者の割合の

増加20%以上が掲げられ,2005(平成17)年の中

間実績値で25%と目標を達成している.このよう

な実績をあげ,歯科保健対策を確固なものとして

広く道県民にあまねくその恩恵に浴するようにし

たいという歯科医師会を中心とする歯科保健関係

者の熱意が,住民及び議会関係者を動かしたこと

が制定に至る大きな理由と考える5).さらに,近

年の歯科医学において,歯周病と全身の健康との

関係,たとえば,動脈硬化,細菌性心内膜炎,糖

尿病,誤嘆性肺炎,早産低体重児出産などに関連

するという科学的根拠が集積され6),歯科保健の
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重要性が再認識されるにいたったことも追い風に

なったと考えられる.

今日,歯科保健についての項目が入っている法

律は,地域保健法,健康増進法,母子保健法,学

校保健安全法,労働安全衛生法などである.すな

わち,各ライフステージにおいての保健対策のな

かの-項目として歯科保健が取り上げられている

のである.具体的な代表例として,1歳6か月児

と3歳児歯科健康診査,学校における定期健康診

断の歯科検診,成人の節 目 (40,50,60及び70

歳)の歯周疾患検診,有害な業務に携わる者に対

する歯科医師による特殊健康診断などがこれであ

る.これらの項目を,総合的に有機的につなげる

には,施策に対する基本理念,地方公共団体など

の責務,施策の基本事項や計画的な実施を定める

などの理念法的なものか対策基本法的なものが望

まれる.事実,15道県の条例は,それぞれ理念法

あるいは対策基本法として構築されている.

ま と め

15道県において歯科保健に関する条例が制定さ

れた.内容は,目的,県 ･市町村 ･県民の役割や

責務,保健 ･医療 ･福祉 ･教育の連携,保険者や

事業主の役割,道県歯科保健計画の策定,施策の

実施 (保健情報の収集と提供,酎蝕予防対策,坐

涯にわたる健康づくり,関係者の確保と資質の向

上,歯科保健実態調査,研究の推進など),財源

の確保が主なものである.今後,歯科保健計画の

立案や実施がなされ,住民の歯科保健水準の向上

が期待される.歯科界がこれに積極的に関わって

いくことが必要である.

制定の背景としては,8020運動や健康日本21の

推進により,歯科保健関係者の大きな努力とそれ

らの活動の成果が評価され,住民や議会関係者を

動かした.また,歯科医学の研究において,歯周

疾患と全身の健康や疾患との関係が解明されてき

ており,それらの成果の集積が歯科保健の重要性

を再認識させている.地域保健法,健康増進法,

母子保健法,学校保健安全法,労働安全衛生法な

どに歯科保健に関する項目が入っているが,総合

的にしかも有機的に歯科保健サービスが生涯にわ

たって提供される体制づくりが望まれていたこと

から,歯科保健推進条例は理念法的あるいは対策

基本法的条例として構築されている.



96 牧,他 :歯科保健推進条例に関する研究内容の検討,制定の背景と理念法としての構築

追 記

著者 らが本論文の修正中に,国においては議員

立法 として第177回国会に ｢歯科 口腔保健の推進

に関する法律｣が提出され2011年 7月27日に参議

院本会議で, 8月2日に衆議院本会議で可決,成

立 した. 8月10日に公布,施行された.内容は概

ね各県の歯科保健推進条例を集大成 したものであ

る.
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